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令和元年6月市議会建設水道委員会資料

第9 1号三義案

長崎市二輪車等駐車場条例の一部を改正する条例について
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条例改正案の概要

(1)魚の町二輪車等駐車場の廃止

ア目的

新市庁舎周辺道路の整備に際し、魚の町二輪車等駐車場が支障となることから、

当該駐車場を廃止するもの

なお、代替の機能確保として市民会館地下駐車場内に設けている二輪車等駐車場

の収容台数を50台から73台に増設を行う。

イ改正の内容

長崎市魚の町二輪車等駐車場を廃止するもの。

ウ施設概要

(ア)設置場所長崎市桜町

(イ)開設年度平成元年(平成22年度有料化)

(ウ)収容台数 23台

(工供用時間午前0時~午後12時(終日)

工施行日(廃止時期)

令和元年8月15日
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(2)築町二輪車等駐車場への利用料金制の導入

ア目的

築町二輪車等駐車場の管理運営にあたっては、指定管理者制度を導入し、民間事

業者による管理運営を行っているが、その維持管理に要する経費すべては設置者た

る市から指定管理委託料として支出するとともに、一方で料金収入は市の歳入とし

て受け入れている。

今回、令和2年4月1日での指定管理者の更新を契機として、指定管理者の自律

的な経営努力を発揮しやすくし、より効率的な運営を行い、施設の効用を高めるこ

とを目的として、施設の利用に係る料金を直接、指定管理者の収入として収受させ

る「利用料金制」を導入することとし、そのための条例改正を行うもの。

イ改正前後の主な変更点

項目

料金設定 条例で定める額

料金収入

改正月1」

料金減免

使用料としてすべて市が収受

条例施行規則で定める者を対象

ウ施行日

令和2年4月1日

条例に掲げる額を基準として、利用の

形態等の状況を勘案して指定管理者

があらかじめ市長の承認を受けて定

める

工施設の概要

(ア)施設の名称

長崎市築町二輪車等駐車場

(イ)施設の目的

本市中心部である浜町・築町地区における二輪車等の放置及ぴ路上駐輪を防止

することにより、道路交通の円滑化を図り、もって良好な生活環境を確保する。

改正後

指定管理者の収入として収受させる

指定管理者は、あらかじめ市長の承認

を受けて定める基準に基づき、利用料

金を減免することができる
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(ウ) 駐車場の位置・収容台数及ぴ供用開始日

位

収容台数

置

供用開始日

長崎市築町3番18号(メルカつきまち屋上)

オ管理運営の概要

(ア)供用期間、供用時問及ぴ入出庫時間

172台(大型バイク用30台を含む)

平成1 0年9月1 9日

供用期間

供用時問

入出庫時間

1月1日~ 1 2月3 1日(年中無休)

指定管理者

午前0時~午後12時(終日)

指定期間

午前7時~午後11時

(イ)

長崎つきまち株式会社

利用方法及ぴ駐車料金

平成27年4月1日~令和2年3月3 1日

24時間以内の場合

、

24時間を超える場合

区

定期駐車券

分

最初の1時間まで

回数駐車券(11枚綴り)

1時間を超えるとき

入出庫1回ごとの料金

24時間につき200円

100円

200円

月額3,080円

2,000円
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力位置図

^
1

大波止

5,473

出島

築町二輪車等駐牽場
172台

四

県庁跡地

ク施設の状況

(ア)利用者の推移

中失公国

毛ラ÷' 1'_:
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メルカつきまち

6,301

年度

めがね橿

利用台数
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(イ)指定管理委託料

(単位:千円)

平成30年度

平成27年度

新地中華街

西浜町

年度

36,086

※平成30年度は決算見込み額

※修繕に係る委託料を除く

金額

平成28年度

観光通

平成27年度

(ウ)駐車料金収入

34,910

平成29年度

年度

5,748

※平成30年度は決算見込み額

平成28年度

金額

平成27年度

35,400

(単位:台)

平成30年度

5,748

平成29年度

6,426

平成28年度

31,736

5,748

(単位:千円)

平成30年度

6,431

平成29年度
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2 条例新旧対照表

0長崎市二輪車等駐車場条例

弗 1条~弟3条(略)

(指定管理者による管理)

第4条市長は、長崎市築町二輪車等駐車場の管理を地方自治法(昭和2

2年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる条

件を満たす団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」と

いう。)に行わせる。

(1)市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2)長崎市築町二輪車等駐車場の効用を最大限に発揮するととも

に、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3)長崎市築町二輪車等駐車場の管理を安定して行う物的能力及ぴ

人的能力を有しているものであること。

(指定管理者が行う業務)

第5条指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

a)長崎市築町二輪車等駐車場の供用に関する業務

(2)長崎市築町二輪車等駐車場の施設及び設備の維持管理に関する

業務

(3)前2号に掲げるもののほか、長崎市築町二輪車等駐車場の運営

に関して市長が必要と認める業務

現イテ

0長崎市二輪車等駐車場条例

第1条~第3条(略)

(指定管理者による管理)

第4条(左同)

改正後(案)

(指定管理者が行う業務)

第5条(左同)
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(供用日等)

第6条二輪車等駐車場の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。た

だし、市長が必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を変更す

ることができる。

(1)供用日 1月1日から 1 2月3 1日まで

(2)供用時間午前0時から午後12時まで

2 二輪車等駐車場(長崎市築町二輪車等駐車場を除く。)の入出庫時問

は、市長が別に定める。

3 長崎市築町二輪車等駐車場の入出庫時間は、市長の承認を得て指定管

理者が定める。

4 前項の承認の基準は、長崎市築町二輪車等駐車場の利用形態、利用者

の利便性等を勘案して市長が別に定める。

、q (駐車料金)

第7条有料の二輪車等駐車場の駐車料金の額は、別表第3のとおりとす

る。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、定期駐車券及び回数駐車

券を発行することができる。

駐車料金は、出庫の際に納入しなけれぱならない。ただし、定期駐車

券又は回数駐車券を利用する場合は、当該駐車券の発行の際に納入しな

けれぱならない。

(供用日等)

第6条(左同)

第8条~第9条(略)

(駐車料金)

第7条有料の二輪車等駐車場(長

額は、別表第3のとおりとする。

」貸雌)_

.

駐車料金は、出庫の際に納入しなけれぱならない。

第8条~第9条(略)

'利用料^

第10条

町二車等駐車"をく

市町二車等車の利用に係る金(以下「利用料金」という。)

を指定理者に支払わなければならない

町二 等駐車に二

)の

駐車させた者は
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(駐車の拒否等)

第10条(略)

0)

(禁止行為)

第11条(略)

(損害賠償)

第12条(略)

(市長による管理)

第13条市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指

定管理者の指定を取り消し、若しくは期問を定めて管理の業務の停止を

命じたときは、第4条の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うもの

とする。

2 前項の場合においては、第6条第2項及ぴ第7条第2項の規定の適用

2 利用料金は、別表第4に掲げる額を基'として、利用の形態等の状況

を勘案して指定理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとす

る。

3

については、第6条第2項中「二輪車等駐車場(長崎市築町二輪車等駐

せるものとする。

車場を除く。)」とあるのは「二輪車等駐車場」と、第7条第2項中

長は、指定理者に利用料金を当該指定理者の収入として収受さ

「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第6条第3項及び第4項の規

第11条指定理者は、あらかじめ長の承認を受けて定める基'に基

(利用金の減免)

定は適用しない。

づき、利用料金を減免することができる。

噛主車の拒否等)

第12条(略)

(禁止行為)

第」_3条(略)

(損害賠償)

第」_4金(略)

(市長による管理)

^(左同)

2 前項の場合における第6条第2項、第10 第1項及ぴ第11条の規

定の適用については、第6条第2項中「二車等車場(

輪等

第1項中「長崎

金」という。)を指定理者に払なけれぱならない」とあるのは

場をく。)

町一

とあるのは「二輪車等駐車場」と、第10条

等 場の利用に、る料金(以下「利用料

町一
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3 (略)

(委任)

弟 1 4条

(0

(略)

「別

11条中「指定理は、あらかじめ市長の承

基づき、利用金とあるのは「市長は

4に掲げる駐

きは、駐車金とし、第6条第3項及ぴ第4項並びに第10 第2項

及び 3項の規定は適用しない

3 (略)

(委任)

第」_旦免(略)

附則

(施行期日)

金を長に納入しなけれぱならないと

例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改この

正規定は、令和元 8月15日から施一する

別の理由があると認めると

(経過措置)

2

けて定める基'に

例の施一の日(以下「施行日」という。) 11こ、改正前の長崎この

及ぴ回数駐車券は、施行日以後においても、なお従前の例により用す

.

車等駐車場条例第7 第2項の規定により発一された定期駐車券

ることができる。

3 改正後の長

施行日以後の入にる駐車場の利用について適用し、施一日勺の入庫

.

に係る駐 の利用については、なお前の例による

車等駐車場例(別表第2を除く。)の規定は二

二



別表第1

別表第2

(第3条関係)

(第3条関係)

長崎市築町二輪車等駐車場

長崎市新地町二輪車等駐車場

長崎市魚の町二輪車等駐車場

名称

長崎市元船町第2二輪車等駐車場

(略)

長崎市新大工町二輪車等駐車場

別表第3 (第7条関係)

1 通常の駐車料金

(中略)

崎市築町

崎市新地町

位置

24時間以内の場合

崎市桜町

(中略)

崎市元船町

24時間を超える場合

区分

崎市新大工町

備考この表は、次項の表の適用を受けない二輪車等の駐車に適用す

る。

2

別表第1

別表第2

自初の1時間まで

長崎市築町二輪車等駐車場の定期駐車券及ぴ回数駐車券の料金

(第3条関係)

(第3条関係)

1時間を超えるとき

長崎市築町二輪車等駐車場

定期駐車券

長崎市新地町二輪車等駐車場

回数駐車券(11枚綴り)

入出庫1回ごとの金額

名称

区分

長崎市元船町第2二輪車等駐車場

(略)

長崎市新大工町二輪車等駐車場

24時問につき200円

別表第3 (第7条関係)

長崎市築町

(中略)

1 00

円

200

」貸雌)_

崎市新地町

イ立置

24時間以内の 巨^

金額

(中略)

崎市元船町

月額

24時団を超える 凹^

区分

崎市新大工町

3,080

2,000

円

の1時間まで

1時間を超えるとき

入出庫1回ごとの金額

24時間につき200

1 00

円

200
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